
No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1
令和６年度大阪市中央
卸売市場南港市場牛内
臓処理等業務委託

13-26：その
他

大阪南港臓器(株) 16,115,000 令和6年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第

1項第2号
G3 -

2

令和６年度大阪市中央
卸売市場南港市場と畜
解体処理設備保守業務
委託

01-02：機械
設備等保守

点検

花木工業(株)
大阪支店

18,315,000 令和6年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第

1項第2号
G3 -

3

令和６年度大阪市中央
卸売市場南港市場本館
棟及び仲卸棟エレベー
タ設備保守委託

01-02：機械
設備等保守

点検

フジテック（株）
近畿統括本部

1,188,000 令和6年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第

1項第2号
G3 -

4
令和６年度大阪市中央
卸売市場南港市場枝肉
衛生管理業務委託

13-26：その
他

大阪市食肉市場㈱ 9,420,935 令和6年4月1日
地方自治法施行
令第167条の2第

1項第2号
G3 -

中央卸売市場（南港市場）発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和６年度大阪市中央卸売市場南港市場牛内臓処理等業務委託 

２ 契約の相手方 

  大阪南港臓器株式会社 

３ 随意契約理由 

   南港市場においては、食用に供する目的で獣畜のと畜解体を行う施設として食肉処理場

（と畜場）を併設（本市設置）しており、本市職員が食肉処理業務を行い、生体から生産さ

れた枝肉及び畜産副生物(原皮・内臓・脂肪等)を各関係事業者に引き渡している。また、と

畜場法及び関連法令において規定されている、と畜場の設置者又は管理者が講じるべき衛生

管理や汚物処理など公衆衛生上必要な措置についても当該食肉処理施設の設置者・管理者の

責務として十分な公衆衛生対策を講じているところである。 

  そのような中、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の発生を機に、と畜場法及び関連法令で義務付け

られた特定危険部位の完全除去等について、本来は食肉処理施設の設置者・管理者である本

市が食肉処理場内において対処し衛生管理の徹底を図るべきであるが、特定危険部位である

回腸遠位部及び頭部（ほほ肉、舌を除く）の完全除去及び回収保管を実施するには、施設の

構造上、と畜解体により摘出された牛内臓は全て内臓加工業者のもとに送られる仕組みとな

っていることから、牛内臓を引渡し後の内臓加工作業の際に合わせて実施する以外に作業方

法が無く、除去場所からの回収保管業務についても、確実な処分にかかる管理責任体制の徹

底や業務の効率化を図る観点から、除去作業との一元的処理が必要不可欠であるため、特定

部位の完全除去及び回収保管にかかる業務を、現在唯一の牛内臓加工業を行っている大阪南

港臓器株式会社と委託契約を行い、安全・安心な食肉供給という食肉市場の役割や使命を果

たすものである。 
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４ 根拠法令 

   地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

   大阪市中央卸売市場南港市場 業務管理グループ （電話番号 06-6675-2026） 



随意契約理由書 

１ 案件名称 

令和６年度大阪市中央卸売市場南港市場と畜解体処理設備保守業務委託 

２ 契約の相手方 

花木工業株式会社大阪支店 

３ 随意契約理由 

本保守委託は、南港市場本館棟、仲卸棟、大動物棟及び小動物棟に設置されている

解体設備の保守委託を行うものである。 

本館棟及び仲卸棟の解体設備については、建設時より、すべて六星工業株式会社が

施工しており、本委託の実施に際しては、同社の知識及び技術力を活用して実施する

ことが不可欠であるが、同社は、当該設備にかかる業務を花木工業株式会社に移管し、

平成 18年３月に撤退している。 

また、大動物棟及び小動物棟の解体設備は、花木工業株式会社が施工した設備であ

り、業務を実施するにあたっては設備の構造や仕組み等を理解している必要があり、

同社の知識及び技術力を活用して実施することが不可欠である。 

上記業者は、食肉処理機械プラントの設計・製作・施工・保守管理における業界最

大手であり、専門の知識及び技術力並びに緊急時の連絡出動体制を終日執っている関

西で唯一の業者である。また、制御システム及び現場実状についても熟知しており、

同社でなければ、整備技術面での対応は不可能であり、点検後の性能・作動状態・安

全性（製造物責任）に対して保証することが出来ない。 

以上のことから、本保守委託に対して一貫して責任を持たせ、契約を締結すること

ができるのは上記業者のみであるため、上記理由により随意契約を行う。 

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

大阪市中央卸売市場南港市場設備グループ（電話番号 06－6675－2015） 
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

令和６年度大阪市中央卸売市場南港市場本館棟及び仲卸棟エレベータ設備保守委 

託 

２ 契約の相手方 

フジテック株式会社近畿統括本部

３ 随意契約理由 

本保守委託は、南港市場の本館棟及び仲卸棟に設置されたエレベータ設備の点検 

を行うものであり、常時稼働するエレベータ設備を安全に保ち、かつ故障あるい  

は災害時には迅速に修理及び復旧することが要求される。 

フジテック株式会社は、南港市場の本館棟及び仲卸棟のエレベータ設備を施工し

た業者であることから、当該設備の電子化された制御系システム並びに高い安全性

を確保するための調整方法等の同社しか知りえない保守管理におけるノウハウを有

しており、本保守委託を実施することができる唯一の業者である。 

以上の理由から、本保守委託についてフジテック株式会社を特名とし、随意契約

を行うものである。  

４ 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

５ 担当部署 

大阪市中央卸売市場南港市場設備グループ（電話番号 06-6675-2015） 
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随意契約理由書 

１ 案件名称 

  令和６年度大阪市中央卸売市場南港市場枝肉衛生管理業務委託 

２ 契約の相手方 

  大阪市食肉市場株式会社 

３ 随意契約理由 

当市場においては、食用に供する目的で獣畜のと畜解体を行う施設として食肉処理場(と

畜場)を併設(本市設置)しており、本市職員が食肉処理業務を行い、生体から生産された枝

肉及び畜産副生物(原皮・四肢・頭・内臓・骨等)を各関係事業者に引き渡している。また、

と畜場法及び関連法令において規定されている、と畜場の設置者又は管理者が講じるべき衛

生管理や汚物処理など公衆衛生上必要な措置についても当該食肉処理施設の設置者・管理者

の責務として十分な公衆衛生対策を講じているところである。 

と畜解体処理の作業工程上、獣毛や消化器官内容物等による枝肉の汚染が生じることがあ

るが、と畜場法及び関連法令に基づき、汚染部位を完全に除去し、食用に供するために食品

衛生上の危害の発生を防止しなくてはならない。本来は食肉処理業務を行っている本市が枝

肉の汚染部位の除去等対処し枝肉の衛生管理を行うべきではあるが、除去作業時に枝肉の商

品部位に傷を付けてしまったり商品としての枝肉の形状を変形させたりする恐れがある。枝

肉の商品部位に傷をつけずかつ商品価値及び衛生的管理を維持しつつ除去作業を行うこと

は極めて困難である。衛生的管理が確実に行われ商品価値が高く安全な食肉を提供し、市民

のニーズに応えコンプライアンスを遵守することは食肉処理業務を行っている本市の責務

である。 

枝肉の汚染部位を確実に除去し、ゼロトレランスにおける指摘（品質管理の理念の一つで

枝肉のわずかな汚染部位も認めず排除すること。当市場では大阪市食肉衛生検査所のと畜検

査員が実施する。）を受けず衛生的に管理できかつ枝肉の商品価値を低下させず作業を行う

には、責任の所在を明確にする上でも当市場の卸売業者である大阪市食肉市場株式会社以外

に存在しないことから、当該業者と委託契約を行い、安全・安心な食肉供給という食肉処理

場の設置者及び食肉処理業務の責務を果たすものである。 

４ 根拠法令 

  地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号 

             4



５ 担当部署 

  大阪市中央卸売市場南港市場 業務管理グループ （電話番号 06-6675-2026） 
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